
令和　７年　４月　１日

（株）シーエム・エンジニアリング

広島県広島市南区松原町２－６２　広島ＪＰビルディング１３階

令和７年度三次道路管理支援業務

三次河川国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

本業務は、三次河川国道事務所、三次国道出張所及び尾道松江自動車道出張所
において、道路法に基づき、道路の適正な利用と管理を図るため各種申請等の
審査・指導及び道路の不正使用・不法占用の指導取締り、関連する調査や資料
整理、現地調査等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続き等により
適切な道路管理を推進することを目的とする業務である。

ａ．許認可審査業務
　１）道路法に基づく申請書類の受付及び審査等
　２）苦情申立（行政相談）等に係る受付、伝達、現地立会
　３）許認可審査に係る各種台帳、台帳附図等の整備
　４）災害時等緊急時における業務
ｂ．適正化指導業務
　１）道路法に基づく指導取締り等
　２）適正化に係る各種台帳、台帳附図等の整備
ｃ．その他
ｄ．予定許認可審査件数は100件、予定不法占用指導取締り件数は10件を予定し
ている。

履 行 期 間 (自) 令和　７年　４月　１日

履 行 期 間 (至) 令和　９年　３月３１日

７３，０４０，０００円（税込み）

契約の内容

契 約 業 者 名

業 種 区 分

契 約 金 額

契 約 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

業 務 場 所

業 務 の 名 称

業 務 概 要


